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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のトランジスタと、第２のトランジスタと、第３のトランジスタと、第４のトラン
ジスタと、第５のトランジスタと、第６のトランジスタと、第１のインバータと、第２の
インバータと、第１の容量素子と、第２の容量素子と、を有し、
　前記第１のトランジスタのソース又はドレインの一方は、前記第１のインバータの入力
と電気的に接続され、
　前記第１のトランジスタのソース又はドレインの一方は、前記第３のトランジスタを介
して前記第２のインバータの出力と電気的に接続され、
　前記第１のトランジスタのソース又はドレインの一方は、前記第５のトランジスタを介
して前記第１の容量素子と電気的に接続され、
　前記第２のトランジスタのソース又はドレインの一方は、前記第２のインバータの入力
と電気的に接続され、
　前記第２のトランジスタのソース又はドレインの一方は、前記第４のトランジスタを介
して前記第１のインバータの出力と電気的に接続され、
　前記第２のトランジスタのソース又はドレインの一方は、前記第６のトランジスタを介
して前記第２の容量素子と電気的に接続され、
　前記第３のトランジスタのゲートは、第１の配線に電気的に接続され、
　前記第４のトランジスタのゲートは、第２の配線に電気的に接続され、
　前記第１の配線と前記第２の配線には、異なる信号が入力され、
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　前記第５のトランジスタと前記第６のトランジスタは、チャネルが酸化物半導体層に形
成されるトランジスタであり、チャネル幅１μｍあたりのオフ電流が１００ｚＡ以下であ
ることを特徴とする記憶回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、記憶回路に関する。また、本発明は、上記記憶回路を有するキャッシュメモリ
を含む半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、中央演算処理装置（ＣＰＵともいう）などを有する半導体装置において、動作の高
速化に関する技術開発が活発に行われている。
【０００３】
例えば、キャッシュメモリを用いて記憶容量を大きくしつつ、ＣＰＵの処理速度の低下を
抑制する技術が知られている。
【０００４】
キャッシュメモリは、メインメモリのデータを一時的に記憶する機能を有するメモリであ
る。ＣＰＵの演算は、メインメモリの応答よりも速い。このため、キャッシュメモリを用
いてキャッシュ部を構成することにより、ＣＰＵが演算待ちの状態にならず、処理速度の
低下を抑制できる。また、近年では、１次キャッシュ、２次キャッシュ、さらには３次キ
ャッシュと、記憶データの使う頻度に応じてキャッシュメモリを用いたキャッシュ部を複
数の階層にしてＣＰＵの処理速度の低下をさらに抑制する技術も知られている。
【０００５】
上記キャッシュメモリは、例えばスタティックランダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭともい
う）などの記憶回路を用いて構成される（例えば特許文献１）。
【０００６】
また、その他の動作の高速化に関する技術開発として、ＣＰＵの動作速度及び集積度を向
上させるためにトランジスタなどの半導体素子の微細化が行われており、例えばゲート長
が３０ｎｍである半導体素子を有する半導体装置が製造されている。
【０００７】
しかし、ＣＰＵを微細化することによって、トランジスタのリーク電流が増加し、消費電
力が増加している。従来は、ＣＰＵの消費電力のほとんどは演算時の動作電力であったが
、近年は、微細化によって上記消費電力の１割以上をトランジスタのリーク電流が占める
ようになった。
【０００８】
そのため、電源供給制御スイッチであるパワーゲートを用いて、使用していない回路に対
する電源電圧の供給を停止し、消費電力を下げる方法が検討されており、キャッシュメモ
リもその例外ではない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００２－２６９９８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
しかしながら、キャッシュメモリを構成するＳＲＡＭは揮発性メモリであるため、電源電
圧の供給が停止すると記憶データが消失してしまう。上記問題を解消するためには、電源
電圧の供給を停止した場合であってもＳＲＡＭに記憶されたデータが消えないようにする
必要がある。
【００１１】
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上記問題を解消する方法の一つとして、ＳＲＡＭに不揮発性記憶素子を適用することが検
討されている。キャッシュメモリは本来の目的から、高速性が要求されるため、不揮発性
メモリとしてフラッシュメモリは使用できない。そのため、不揮発性記憶素子としては、
例えば磁気抵抗メモリ（ＭＲＡＭともいう）が検討されている。
【００１２】
しかしながら、従来の不揮発性記憶素子を用いたＳＲＡＭは、特性が十分ではなく、実用
化されていない。
【００１３】
例えば、ＭＲＡＭは、高速ではあるが書き込み時の電力が大きいという問題があり、電源
電圧の供給の停止期間が短い場合、かえって消費電力が増えてしまうというジレンマがあ
る。なお、ＭＲＡＭの１セルあたりの書き込み電流は５０～５００μＡであるといわれて
いる。
【００１４】
本発明の一態様では、電源電圧の供給を停止した場合であっても、データの保持を可能に
することを課題の一つとする。また、本発明の一態様では、消費電力を低減することを課
題の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
本発明の一態様では、第１及び第２のインバータにより第１及び第２の記憶データを記憶
する記憶回路に、オフ電流の低いトランジスタを用いた記憶部を設けることにより、電源
電圧の供給を停止する場合に該記憶部に第１及び第２の記憶データを書き込んでおき、電
源電圧の供給を停止した場合であっても、第１及び第２の記憶データの保持を可能にする
。
【００１６】
また、本発明の一態様では、第１のインバータの入力端子と第２のインバータとの出力端
子の導通を制御するトランジスタと、第１のインバータの出力端子と第２のインバータの
入力端子との導通を制御するトランジスタを設ける。これにより、電源電圧の供給を停止
する前に記憶したデータを電源電圧の供給を再開した後に読み出す際に、第１及び第２の
インバータにより該データが消失することを防止する。
【００１７】
本発明の一態様では、ＣＰＵを設け、さらに上記記憶回路をキャッシュメモリに用いて半
導体装置を構成する。これにより、非動作期間に電源電圧の供給を停止して消費電力の低
減を図る。
【００１８】
本発明の一態様は、オン状態又はオフ状態になることにより、第１の記憶データの書き換
え及び読み出しを制御する第１のトランジスタと、オン状態又はオフ状態になることによ
り、第２の記憶データの書き換え及び読み出しを制御する第２のトランジスタと、入力端
子の電位が第１の記憶データとなる第１のインバータと、入力端子の電位が第２の記憶デ
ータとなる第２のインバータと、オン状態又はオフ状態になることにより、第２のインバ
ータの出力端子と第１のインバータの入力端子との導通を制御する第３のトランジスタと
、オン状態又はオフ状態になることにより、第１のインバータの出力端子と第２のインバ
ータの入力端子との導通を制御する第４のトランジスタと、第１の保持データとして第１
の記憶データが書き込まれる第１の容量素子と、オン状態又はオフ状態になることにより
、第１の保持データの書き換え及び読み出しを制御する第５のトランジスタと、第２の保
持データとして第２の記憶データが書き込まれる第２の容量素子と、オン状態又はオフ状
態になることにより、第２の保持データの書き換え及び読み出しを制御する第６のトラン
ジスタと、を有し、第５及び第６のトランジスタにおいて、チャネル幅１μｍあたりのオ
フ電流が１００ｚＡ以下である記憶回路である。
【００１９】
また、本発明の一態様は、上記記憶回路を有するキャッシュメモリと、入力信号に従い演
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算処理を行う機能を有し、演算処理の際に、キャッシュメモリに対してデータの読み出し
を行うＣＰＵと、ＣＰＵに対する電源電圧の供給を制御する第１の電源供給制御スイッチ
と、キャッシュメモリに対する電源電圧の供給を制御する第２の電源供給制御スイッチと
、入力信号、及びＣＰＵから入力される命令信号に従って第１及び第２の電源供給制御ス
イッチのそれぞれを個別に制御する機能を少なくとも有するコントローラと、を備える半
導体装置である。
【発明の効果】
【００２０】
本発明の一態様では、オフ電流の低いトランジスタを用いた記憶回路により、電源電圧の
供給を停止した場合であってもデータを保持できる。また、本発明の一態様により、書き
込み又は読み出し動作を行わない期間に記憶回路に対する電源電圧の供給を停止できるた
め、消費電力を低減できる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】記憶回路の例を説明するための図。
【図２】記憶回路の例を説明するための図。
【図３】記憶回路の駆動方法例を説明するためのタイミングチャート。
【図４】トランジスタの例を説明するための断面模式図。
【図５】トランジスタのＩｄ－Ｖｇ特性を示す図。
【図６】記憶回路の構造例を説明するための断面模式図。
【図７】半導体装置の例を説明するための図。
【図８】半導体装置の例を説明するための図。
【図９】電源供給制御スイッチの構成例を説明するための図。
【図１０】コントローラの構成例を説明するための図。
【図１１】電子機器の例を説明するための図。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
本発明に係る実施の形態の例について説明する。なお、本発明の趣旨及び範囲から逸脱す
ることなく実施の形態の内容を変更することは、当業者であれば容易である。よって、例
えば本発明は、下記実施の形態の記載内容に限定されない。
【００２３】
なお、各実施の形態の内容を互いに適宜組み合わせることができる。また、各実施の形態
の内容を互いに適宜置き換えることができる。
【００２４】
また、構成要素の混同を避けるために第１、第２などの序数を付しているが、各構成要素
の数は、序数に限定されない。
【００２５】
（実施の形態１）
本実施の形態では、電源電圧の供給を停止してもデータの保持が可能な記憶回路の例につ
いて説明する。
【００２６】
本実施の形態に係る記憶回路の構成例について、図１を参照して説明する。
【００２７】
図１（Ａ）に示す記憶回路は、トランジスタ１１１乃至１１６と、トランジスタ１１７及
び１１８を備えるインバータ１３１と、トランジスタ１１９及び１２０を備えるインバー
タ１３２と、容量素子１５１及び１５２と、を有する。
【００２８】
トランジスタ１１１のソース及びドレインの一方は、データ信号線ＤＬ１に電気的に接続
される。また、トランジスタ１１１のゲートは、ワード線ＷＲＬに電気的に接続される。
【００２９】



(5) JP 6087652 B2 2017.3.1

10

20

30

40

50

トランジスタ１１１は、オン状態又はオフ状態になることにより、記憶データＤ１の書き
換え及び読み出しを制御する機能を有する。
【００３０】
トランジスタ１１２のソース及びドレインの一方は、データ信号線ＤＬ２に電気的に接続
される。また、トランジスタ１１２のゲートは、ワード線ＷＲＬに電気的に接続される。
【００３１】
トランジスタ１１２は、オン状態又はオフ状態になることにより、記憶データＤ２の書き
換え及び読み出しを制御する機能を有する。
【００３２】
インバータ１３１の入力端子は、トランジスタ１１１のソース及びドレインの他方に電気
的に接続される。
【００３３】
このとき、インバータ１３１の入力端子の電位は、記憶データＤ１となる。
【００３４】
インバータ１３１は、トランジスタ１１７及び１１８により構成される。トランジスタ１
１７は、Ｐチャネル型トランジスタであり、トランジスタ１１８は、Ｎチャネル型トラン
ジスタである。このとき、トランジスタ１１７のソース及びドレインの一方は、電位供給
線ＰＳＬ１に電気的に接続され、トランジスタ１１８のソース及びドレインの一方は、電
位供給線ＰＳＬ２に電気的に接続される。電源電圧供給時には、電位供給線ＰＳＬ１及び
ＰＳＬ２を介して電源電圧ＰＷＲが供給される。
【００３５】
インバータ１３２は、トランジスタ１１９及び１２０により構成される。トランジスタ１
１９は、Ｐチャネル型トランジスタであり、トランジスタ１２０は、Ｎチャネル型トラン
ジスタである。このとき、トランジスタ１１９のソース及びドレインの一方は、電位供給
線ＰＳＬ１に電気的に接続され、トランジスタ１２０のソース及びドレインの一方は、電
位供給線ＰＳＬ２に電気的に接続される。
【００３６】
なお、トランジスタ１１７及び１１８の極性、又はトランジスタ１１９及び１２０の極性
を逆にしてもよい。このとき、電位供給線ＰＳＬ１及びＰＳＬ２のそれぞれに供給される
電位も逆になる。
【００３７】
インバータ１３２の入力端子は、トランジスタ１１２のソース及びドレインの他方に電気
的に接続される。
【００３８】
このとき、インバータ１３２の入力端子の電位は、記憶データＤ２となる。
【００３９】
トランジスタ１１３のソース及びドレインの一方は、インバータ１３１の入力端子に電気
的に接続され、他方はインバータ１３２の出力端子に電気的に接続される。また、トラン
ジスタ１１３のゲートは、制御信号線ＣＴＬ１に電気的に接続される。制御信号線ＣＴＬ
１には、制御信号Ａが入力される。
【００４０】
トランジスタ１１３は、インバータ１３２の出力端子とインバータ１３１の入力端子との
導通を制御する機能を有する。
【００４１】
トランジスタ１１４のソース及びドレインの一方は、インバータ１３２の入力端子に電気
的に接続され、他方はインバータ１３１の出力端子に電気的に接続される。また、トラン
ジスタ１１４のゲートは、制御信号線ＣＴＬ１に電気的に接続される。
【００４２】
トランジスタ１１４は、オン状態又はオフ状態になることにより、インバータ１３１の出
力端子とインバータ１３２の入力端子との導通を制御する機能を有する。
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【００４３】
容量素子１５１の一対の電極の一方は、電位供給線ＰＳＬ２に電気的に接続される。
【００４４】
容量素子１５１には、保持データＨＬＤ１として記憶データＤ１が書き込まれる。
【００４５】
容量素子１５２の一対の電極の一方は、電位供給線ＰＳＬ２に電気的に接続される。
【００４６】
容量素子１５２には、保持データＨＬＤ２として記憶データＤ２が書き込まれる。
【００４７】
容量素子１５１及び１５２は、データを保持する保持容量としての機能を有する。なお、
例えばトランジスタのゲート容量や、複数の配線間の寄生容量などを用いて容量素子１５
１及び１５２を構成してもよい。
【００４８】
トランジスタ１１５のソース及びドレインの一方は、インバータ１３１の入力端子に電気
的に接続され、他方は容量素子１５１の一対の電極の他方に電気的に接続される。また、
トランジスタ１１５のゲートは、制御信号線ＣＴＬ２に電気的に接続される。制御信号線
ＣＴＬ２には、制御信号Ｂが入力される。
【００４９】
トランジスタ１１５は、オン状態又はオフ状態になることにより、保持データＨＬＤ１の
書き換え及び読み出しを制御する機能を有する。
【００５０】
トランジスタ１１６のソース及びドレインの一方は、インバータ１３２の入力端子に電気
的に接続され、他方は容量素子１５２の一対の電極の他方に電気的に接続される。また、
トランジスタ１１６のゲートは、制御信号線ＣＴＬ２に電気的に接続される。
【００５１】
トランジスタ１１６は、オン状態又はオフ状態になることにより、保持データＨＬＤ２の
書き換え及び読み出しを制御する機能を有する。
【００５２】
トランジスタ１１５及び１１６としては、例えばオフ電流が低いトランジスタを適用でき
る。
【００５３】
このとき、上記オフ電流の低いトランジスタのオフ電流は、チャネル幅１μｍあたり１×
１０－１９Ａ（１００ｚＡ）以下であることが好ましい。
【００５４】
上記オフ電流の低いトランジスタとしては、例えばシリコンよりもバンドギャップの広い
酸化物半導体材料を含むチャネル形成領域を有し、該チャネル形成領域が実質的にｉ型で
あるトランジスタを適用できる。上記酸化物半導体を含むトランジスタは、例えば水素又
は水などの不純物を可能な限り除去し、酸素を供給して酸素欠損を可能な限り減らすこと
により作製できる。
【００５５】
上記酸化物半導体を含むトランジスタは、バンドギャップが広いため熱励起によるリーク
電流が低い。さらに、半導体層中のキャリアが極めて少ない。よって、オフ電流を低くで
きる。例えば、酸化物半導体層のキャリア密度を１×１０１４／ｃｍ３未満、好ましくは
１×１０１２／ｃｍ３未満、さらに好ましくは１×１０１１／ｃｍ３未満にし、チャネル
幅１μｍあたりのトランジスタのオフ電流を１×１０－１９Ａ（１００ｚＡ）以下、より
好ましくは１×１０－２２Ａ（１００ｙＡ）以下にすることができる。トランジスタのオ
フ電流は、低ければ低いほどよいが、トランジスタのオフ電流の下限値は、約１×１０－

３０Ａ／μｍであると見積もられる。
【００５６】
トランジスタ１１５及び１１６に上記オフ電流の低いトランジスタを用いることにより、
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電源電圧の供給が停止した場合であっても容量素子１５１及び１５２にデータを保持でき
る。
【００５７】
さらに、図１（Ａ）に示す記憶回路の書き込み電流は低いことが好ましい。
【００５８】
例えば、図１（Ａ）に示す記憶回路の書き込み電流を、１０μＡ以下、好ましくは１μＡ
以下にすることもできる。算出例について以下に説明する。
【００５９】
例えば、線形領域におけるトランジスタのオン抵抗は、下記式（１）により求めることが
できる。
【００６０】
【数１】

【００６１】
上記式（１）において、Ｒｄはトランジスタのオン抵抗であり、Ｉｄはトランジスタのソ
ースとドレインの間に流れる電流（ドレイン電流ともいう）であり、Ｖｄはトランジスタ
のソースとドレインの間の電圧（ドレイン電圧ともいう）であり、Ｌはトランジスタのチ
ャネル長であり、Ｗはトランジスタのチャネル幅であり、μはトランジスタの移動度であ
り、Ｃｏｘはトランジスタのゲート容量であり、Ｖｇはトランジスタのゲートとソースの
間の電圧（ゲート電圧ともいう）であり、Ｖｔｈはトランジスタの閾値電圧である。
【００６２】
このとき、記憶回路の仕様例に従って、例えばトランジスタ１１１、１１２、１１５、及
び１１６のそれぞれにおいて、移動度μが１０ｃｍ２／Ｖｓであり、ゲート容量Ｃｏｘが
１．８２×１０－３Ｆ／ｍ２であり、閾値電圧Ｖｔｈが０．５Ｖであり、チャネル長Ｌが
１μｍであり、チャネル幅Ｗが１μｍであり、ワード線ＷＲＬ、制御信号線ＣＴＬ１の電
位が３．３Ｖであり、データ信号線ＤＬ１又はＤＬ２の電位が１．８Ｖであるとする。こ
のときのソースとドレインの間の抵抗値Ｒｄは約３００ｋΩとなる。さらに、データ信号
線ＤＬ１又はＤＬ２の電位が１．８Ｖであるため、データ信号線ＤＬ１又はＤＬ２に対応
する書き込み電流の平均値は、１．８Ｖ／（３００ｋΩ×２）＝３μＡとなる。また、容
量素子１５１及び１５２の容量値は、１ｆＦ程度であればよく、このときの容量素子１５
１又は１５２が定常状態になるまでの時間は、（１．８×１×１０－１５）／３×１０－

６＝０．６ｎｓｅｃである。よって、容量素子１５１又は１５２が定常状態になるまでに
必要な書き込み電流は、上記平均値よりもさらに低く、例えば１μＡ以下にすることもで
きる。
【００６３】
上記に一例として示すように、本実施の形態の記憶回路では、書き込み電流を低くできる
ため、記憶回路の消費電力を低減できる。
【００６４】
また、トランジスタ１１１乃至１１４、トランジスタ１１７乃至１２０としては、例えば
チャネルが形成され、シリコンを含有する半導体層を含むトランジスタを適用できる。ま
た、これに限定されず、例えばトランジスタ１１１乃至１１４として、上記トランジスタ
１１５及び１１６に適用可能なトランジスタを適用してもよい。
【００６５】
以上が図１（Ａ）に示す記憶回路の構成例の説明である。
【００６６】
次に、本実施の形態に係る記憶回路の駆動方法例として、図１（Ａ）に示す記憶回路の駆
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動方法例について、図１（Ｂ）のタイミングチャートを参照して説明する。なお、トラン
ジスタ１１１乃至１１４はＮチャネル型トランジスタとする。また、ハイレベルの信号の
電位を電位ＶＨとし、ローレベルの信号の電位を電位ＶＬとする。また、電位供給線ＰＳ
Ｌ１の電位を電位ＶＨとし、電位供給線ＰＳＬ２の電位を電位ＶＬとする。また、図１（
Ｂ）の二重波線は、省略記号である。
【００６７】
図１（Ａ）に示す記憶回路の駆動方法例では、書き換え期間（Ｗｒｉｔｉｎｇ）において
、電源電圧ＰＷＲを供給し、また、データ信号線ＤＬ１及びＤＬ２の電位を設定する。こ
のとき、データ信号線ＤＬ１及びＤＬ２の一方の電位は電位ＶＨであり、他方の電位は電
位ＶＬである。また、電位ＶＨ及びＶＬの一方を、データ「１」とし、他方をデータ「０
」とする。
【００６８】
さらに、ワード信号線ＷＲＬの電位を電位ＶＨにしてトランジスタ１１１及び１１２をオ
ン状態にする。また、制御信号線ＣＴＬ１の電位を電位ＶＨにしてトランジスタ１１３及
び１１４をオン状態にする。また、制御信号線ＣＴＬ２の電位を電位ＶＬにしてトランジ
スタ１１５及び１１６をオフ状態にする。
【００６９】
このとき、記憶データＤ１としてデータ信号線ＤＬ１の電位が書き込まれ、記憶データＤ
２としてデータ信号線ＤＬ２の電位が書き込まれる。
【００７０】
その後、ワード信号線ＷＲＬの電位を電位ＶＬにしてトランジスタ１１１及び１１２をオ
フ状態にする。これにより、記憶データＤ１及びＤ２が保持される。
【００７１】
また、電源停止移行期間（ＰＷＲ　ＯＮ→ＯＦＦ）では、電源電圧ＰＷＲを供給したまま
、ワード信号線ＷＲＬの電位を電位ＶＬにしてトランジスタ１１１及び１１２をオフ状態
にする。また、制御信号線ＣＴＬ１の電位を電位ＶＨにしてトランジスタ１１３及び１１
４をオン状態にしたまま、制御信号線ＣＴＬ２の電位を電位ＶＨにしてトランジスタ１１
５及び１１６をオン状態にする。
【００７２】
このとき、容量素子１５１には、保持データＨＬＤ１として記憶データＤ１が書き込まれ
る。また、容量素子１５２には、保持データＨＬＤ２として記憶データＤ２が書き込まれ
る。
【００７３】
さらに、制御信号線ＣＴＬ２の電位を電位ＶＬにしてトランジスタ１１５及び１１６をオ
フ状態にすることにより、保持データＨＬＤ１及びＨＬＤ２が保持される。
【００７４】
その後、制御信号線ＣＴＬ１の電位を電位ＶＬにしてトランジスタ１１３及び１１４をオ
フ状態にし、また、記憶回路に対する電源電圧ＰＷＲの供給を停止する。例えば、パワー
ゲートと呼ばれる電源供給制御スイッチを用いて電位供給線ＰＳＬ１及びＰＳＬ２の少な
くとも一方を介した電位の供給を停止することにより、記憶回路に対する電源電圧ＰＷＲ
の供給を停止できる。
【００７５】
電源停止期間（ＰＷＲ　ＯＦＦ）では、記憶回路に対する電源電圧ＰＷＲの供給が停止し
ていても容量素子１５１の保持データＨＬＤ１及び容量素子１５２の保持データＨＬＤ２
が引き続き保持される。
【００７６】
電源供給再開移行期間（ＰＷＲ　ＯＦＦ→ＯＮ）では、記憶回路に対する電源電圧ＰＷＲ
の供給を再開した後に、ワード信号線ＷＲＬ及び制御信号線ＣＴＬ１の電位を電位ＶＬに
してトランジスタ１１１乃至１１４をオフ状態にしたまま、制御信号線ＣＴＬ２の電位を
電位ＶＨにしてトランジスタ１１５及び１１６をオン状態にする。
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【００７７】
このとき、容量素子１５１の保持データＨＬＤ１が記憶データＤ１として読み出され、容
量素子１５２の保持データＨＬＤ２が記憶データＤ２として読み出される。
【００７８】
なお、このとき、トランジスタ１１３及び１１４をオフ状態にすることにより、記憶回路
に対する電源電圧の供給を再開した直後にインバータ１３１及び１３２の出力端子の電位
が不定値になった場合であっても保持データＨＬＤ１及びＨＬＤ２を消失させずに読み出
すことができる。
【００７９】
このように、電源電圧の供給を再開するときにトランジスタ１１３及び１１４の導通を制
御することにより、保持データＨＬＤ１及びＨＬＤ２の消失を防止できる。
【００８０】
その後、ワード信号線ＷＲＬの電位を電位ＶＬにしてトランジスタ１１１及び１１２をオ
フ状態にし、制御信号線ＣＴＬ１の電位を電位ＶＨにしてトランジスタ１１３及び１１４
をオン状態にし、制御信号線ＣＴＬ２の電位を電位ＶＬにしてトランジスタ１１５及び１
１６をオフ状態にすることにより、インバータ１３１及び１３２により記憶データＤ１及
びＤ２が再び保持される。
【００８１】
また、読み出し期間（Ｒｅａｄｉｎｇ）では、ワード信号線ＷＲＬの電位を電位ＶＨにし
てトランジスタ１１１及び１１２をオン状態にする。また、制御信号線ＣＴＬ１の電位を
電位ＶＨにしてトランジスタ１１３及び１１４をオン状態にする。また、制御信号線ＣＴ
Ｌ２の電位を電位ＶＬにしてトランジスタ１１５及び１１６をオフ状態にする。
【００８２】
このとき、記憶データＤ１の電位に応じてデータ信号線ＤＬ１の電位が設定され、記憶デ
ータＤ２の電位に応じてデータ信号線ＤＬ２の電位が設定される。よって、記憶回路に記
憶された記憶データＤ１及びＤ２が読み出される。
【００８３】
なお、書き換え期間と電源停止移行期間の間に読み出し期間を設けてもよい。
【００８４】
以上が図１（Ａ）に示す記憶回路の駆動方法例の説明である。
【００８５】
なお、本実施の形態に係る記憶回路は、図１（Ａ）に示す構成に限定されない。
【００８６】
例えば、図２（Ａ）に示す記憶回路は、図１（Ａ）に示す記憶回路のトランジスタ１１３
のゲートが制御信号線ＣＴＬ１の代わりに制御信号線ＣＴＬ１ａに電気的に接続され、ト
ランジスタ１１４のゲートが制御信号線ＣＴＬ１の代わりに制御信号線ＣＴＬ１ｂに電気
的に接続される構成である。
【００８７】
このとき、トランジスタ１１３のゲートには、第１の制御信号Ａが入力され、トランジス
タ１１４のゲートには、第２の制御信号Ａが入力される。
【００８８】
また、これに限定されず、図２（Ｂ）に示すように、トランジスタ１１３のゲートが制御
信号線ＣＴＬ１ｂに電気的に接続され、トランジスタ１１４のゲートが制御信号線ＣＴＬ
１ａに電気的に接続される構成にしてもよい。このとき、トランジスタ１１３のゲートに
は、第２の制御信号Ａが入力され、トランジスタ１１４のゲートには、第１の制御信号Ａ
が入力される。
【００８９】
さらに、図２（Ａ）及び図２（Ｂ）に示す記憶回路の駆動方法例では、図１（Ａ）に示す
記憶回路の駆動方法例と比較して、電源供給再開移行期間の動作が異なる。ここでは、一
例として図２（Ａ）に示す記憶回路の駆動方法例について図３のタイミングチャートを参
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照して説明する。
【００９０】
電源供給再開移行期間では、制御信号線ＣＴＬ１ｂの電位が電位ＶＬのときに、制御信号
線ＣＴＬ１ａの電位を電位ＶＨにしてトランジスタ１１３をオン状態にする。その後、制
御信号線ＣＴＬ１ｂの電位を電位ＶＨにしてトランジスタ１１４をオン状態にする。
【００９１】
トランジスタ１１３をオン状態にするタイミングとトランジスタ１１４をオン状態にする
タイミングをずらすことにより、電源電圧の供給を再開したときにインバータ１３１及び
１３２の出力端子の電位をより安定に設定できる。
【００９２】
以上が本実施の形態に係る記憶回路の例の説明である。
【００９３】
図１乃至図３を参照して説明したように、本実施の形態に係る記憶回路の一例では、オフ
電流の低いトランジスタを用いた記憶部を設けて記憶回路を構成する。
【００９４】
これにより、記憶回路に対する電源電圧の供給を停止した場合であってもデータを保持で
きる。よって、記憶回路に対する書き込み動作又は読み出し動作を行わないときに記憶回
路に対する電源電圧の供給を停止して消費電力を低減できる。
【００９５】
また、本実施の形態に係る記憶回路の一例では、第１のインバータ（例えばインバータ１
３１）の入力端子と第２のインバータ（例えばインバータ１３２）の出力端子との導通を
制御するトランジスタ（例えばトランジスタ１１３）と第２のインバータの入力端子と第
１のインバータの出力端子との導通を制御するトランジスタ（例えばトランジスタ１１４
）を用いて記憶回路を構成する。
【００９６】
これにより、電源電圧の供給を再開した後に第１の記憶データ（例えば記憶データＤ１）
として第１の容量素子（例えば容量素子１５１）の第１の保持データ（例えば保持データ
ＨＬＤ１）を読み出し、第２の記憶データ（例えば記憶データＤ２）として第２の容量素
子（例えば容量素子１５２）の第２の保持データ（例えば保持データＨＬＤ２）を読み出
す際に、インバータ１３１及び１３２により第１及び第２の保持データが消失してしまう
のを防止できる。
【００９７】
（実施の形態２）
本実施の形態では、実施の形態１に係る記憶回路の構造例について説明する。
【００９８】
まず、記憶回路に適用可能なトランジスタの構造の一例について、図４の断面模式図を参
照して説明する。なお、図４に示す各構成要素は、実際の寸法と異なる場合がある。
【００９９】
図４（Ａ）に示すトランジスタは、半導体層７１１と、絶縁層７１４と、導電層７１５と
、絶縁層７１６ａ及び７１６ｂと、絶縁層７１７と、導電層７１８ａ及び７１８ｂと、絶
縁層７１９と、を含む。
【０１００】
半導体層７１１は、絶縁層７０１を介して被素子形成層７００の上に設けられる。なお、
必ずしも絶縁層７０１の上に半導体層７１１を設けなくてもよく、被素子形成層７００上
に半導体層７１１を直接設けてもよい。
【０１０１】
半導体層７１１は、互いに離間して、ドーパントが添加された領域７１２ａ及び７１２ｂ
を有し、領域７１２ａ及び７１２ｂの間にチャネル形成領域７１３を有する。
【０１０２】
絶縁層７１４は、半導体層７１１の一部の上に設けられる。
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【０１０３】
導電層７１５は、絶縁層７１４を介して半導体層７１１に重畳して設けられる。
【０１０４】
絶縁層７１６ａは、導電層７１５の一対の側面の一方に接して設けられ、絶縁層７１６ｂ
は、該一対の側面の他方に接して設けられる。
【０１０５】
絶縁層７１７は、導電層７１５の上に設けられる。なお、図４（Ｂ）に示すように、絶縁
層７１７を設けなくてもよい。
【０１０６】
導電層７１８ａは、領域７１２ａに接して設けられ、導電層７１８ｂは、領域７１２ｂに
接して設けられる。また、導電層７１８ａは、絶縁層７１６ａの側面に接し、導電層７１
８ｂは、絶縁層７１６ｂの側面に接する。
【０１０７】
絶縁層７１９は、導電層７１８ａ及び７１８ｂの上に設けられる。
【０１０８】
導電層７１８ａ及び７１８ｂ、並びに絶縁層７１９は、例えば導電膜及び絶縁層の積層に
対して平坦化処理（例えばＣＭＰ処理）を行うことにより形成される。
【０１０９】
また、図４（Ｃ）に示すトランジスタは、導電層７５１と、絶縁層７５２と、絶縁層７５
３と、半導体層７５４と、導電層７５５ａ及び７５５ｂと、導電層７５６ａ及び７５６ｂ
と、絶縁層７５７と、を有する。
【０１１０】
導電層７５１は、被素子形成層７５０の上に設けられる。
【０１１１】
絶縁層７５２は、被素子形成層７５０の上に設けられる。絶縁層７５２及び導電層７５１
の表面は平坦であることが好ましい。
【０１１２】
導電層７５１及び絶縁層７５２は、例えば導電膜及び絶縁層の積層に対して平坦化処理（
例えばＣＭＰ処理）を行うことにより形成される。
【０１１３】
絶縁層７５３は、導電層７５１及び絶縁層７５２の上に設けられる。
【０１１４】
半導体層７５４は、絶縁層７５３を介して導電層７５１に重畳して設けられる。
【０１１５】
導電層７５５ａ及び７５５ｂは、互いに離間し、半導体層７５４に電気的に接続される。
このとき、導電層７５５ａと導電層７５５ｂの間隔は、トランジスタのチャネル長に相当
し、例えば５０ｎｍ未満であることが好ましい。例えば、電子ビームで露光して形成した
レジストマスクを用いて、導電膜の一部をエッチングすることにより、導電層７５５ａと
７５５ｂの間隔を５０ｎｍ未満にできる。また、例えば、導電層７５５ａと導電層７５５
ｂの間隔は、導電層７５６ａと導電層７５６ｂの間隔よりも短いことが好ましい。
【０１１６】
導電層７５６ａは、導電層７５５ａの一部の上に接して設けられており、導電層７５６ｂ
は、導電層７５５ｂの一部の上に接して設けられる。また、導電層７５６ａ及び７５６ｂ
の電気抵抗値は、導電層７５５ａ及び７５５ｂの電気抵抗値よりも低いことが好ましい。
【０１１７】
絶縁層７５７は、半導体層７５４の上を覆うように設けられる。
【０１１８】
さらに、各構成要素について以下に説明する。各構成要素は、必ずしも単層に限定されず
、積層であってもよい。
【０１１９】
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絶縁層７０１は、下地層である。絶縁層７０１としては、例えば酸化シリコン、窒化シリ
コン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、酸
化窒化アルミニウム、窒化酸化アルミニウム、又は酸化ハフニウムなどの材料を含む層を
適用できる。
【０１２０】
絶縁層７５２は、絶縁層７０１と同様の材料を含む層を適用できる。
【０１２１】
半導体層７１１及び７５４は、トランジスタのチャネルが形成される層（チャネル形成層
ともいう）としての機能を有する。
【０１２２】
半導体層７１１及び７５４としては、例えば酸化物半導体層を適用できる。
【０１２３】
酸化物半導体層は、例えば非単結晶を有してもよい。非単結晶は、例えば、ＣＡＡＣ（Ｃ
　Ａｘｉｓ　Ａｌｉｇｎｅｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ）、多結晶、微結晶、非晶質部を有する。
非晶質部は、微結晶、ＣＡＡＣよりも欠陥準位密度が高い。また、微結晶は、ＣＡＡＣよ
りも欠陥準位密度が高い。また、酸化物半導体層がアモルファス層と結晶を含む層との積
層であってもよい。
【０１２４】
酸化物半導体層に適用可能な酸化物半導体としては、例えばインジウム及びガリウムの一
方若しくは両方と、亜鉛と、を含む金属酸化物、又は該金属酸化物に含まれるガリウムの
一部若しくは全部の代わりに他の金属元素を含む金属酸化物などが挙げられる。
【０１２５】
上記金属酸化物としては、例えばＩｎ系金属酸化物、Ｚｎ系金属酸化物、Ｉｎ－Ｚｎ系金
属酸化物、又はＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系金属酸化物などを適用できる。また、上記Ｉｎ－Ｇａ
－Ｚｎ系金属酸化物に含まれるＧａ（ガリウム）の一部若しくは全部の代わりに他の金属
元素を含む金属酸化物を用いてもよい。
【０１２６】
上記他の金属元素としては、例えばガリウムよりも多くの酸素原子と結合が可能な金属元
素を用いればよく、例えばチタン、ジルコニウム、ハフニウム、ゲルマニウム、及び錫の
いずれか一つ又は複数の元素を用いればよい。また、上記他の金属元素としては、ランタ
ン、セリウム、プラセオジム、ネオジム、サマリウム、ユウロピウム、ガドリニウム、テ
ルビウム、ジスプロシウム、ホルミウム、エルビウム、ツリウム、イッテルビウム、及び
ルテチウムのいずれか一つ又は複数の元素を用いればよい。これらの金属元素は、スタビ
ライザーとしての機能を有する。なお、これらの金属元素の添加量は、金属酸化物が半導
体として機能することが可能な量である。ガリウムよりも多くの酸素原子と結合が可能な
金属元素を用い、さらには金属酸化物中に酸素を供給することにより、金属酸化物中の酸
素欠陥を少なくできる。
【０１２７】
例えば、上記Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ系金属酸化物に含まれるＧａ（ガリウム）の全部の代わり
に錫を用いるとＩｎ－Ｓｎ－Ｚｎ系金属酸化物となり、上記Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ系金属酸化
物に含まれるＧａ（ガリウム）の一部の代わりにチタンを用いるとＩｎ－Ｔｉ－Ｇａ－Ｚ
ｎ系金属酸化物となる。
【０１２８】
また、上記酸化物半導体層を、ＣＡＡＣ－ＯＳ（Ｃ　Ａｘｉｓ　Ａｌｉｇｎｅｄ　Ｃｒｙ
ｓｔａｌｉｎｅ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）を含む酸化物半導体層とし
てもよい。
【０１２９】
ＣＡＡＣ－ＯＳを含む酸化物半導体層は、完全な非晶質ではない。ＣＡＡＣ－ＯＳを含む
酸化物半導体層は、例えば、結晶部および非晶質部を有する結晶－非晶質混相構造の酸化
物半導体を有している。なお、当該結晶部は、一辺が１００ｎｍ未満の立方体内に収まる
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大きさであることが多い。また、透過型電子顕微鏡（ＴＥＭともいう）による観察像では
、ＣＡＡＣ－ＯＳを含む酸化物半導体層に含まれる非晶質部と結晶部との境界、結晶部と
結晶部との境界は明確ではない。また、ＴＥＭによってＣＡＡＣ－ＯＳを含む酸化物半導
体層には明確な粒界（グレインバウンダリーともいう）は確認できない。そのため、ＣＡ
ＡＣ－ＯＳを含む酸化物半導体層は、粒界に起因する電子移動度の低下が抑制される。結
晶部では、例えば、ｃ軸がＣＡＡＣ－ＯＳを含む酸化物半導体層の被形成面の法線ベクト
ル又は表面の法線ベクトルに平行な方向になるように揃い、且つａｂ面に垂直な方向から
見て金属原子が三角形状又は六角形状に配列し、ｃ軸に垂直な方向から見て金属原子が層
状又は金属原子と酸素原子とが層状に配列する。なお、異なる結晶部間で、それぞれａ軸
およびｂ軸の向きが異なっていてもよい。本明細書において、単に垂直と記載する場合、
８０°以上１００°以下、好ましくは８５°以上９５°以下の範囲も含まれる。また、単
に平行と記載する場合、－１０°以上１０°以下、好ましくは－５°以上５°以下の範囲
も含まれる。
【０１３０】
上記ＣＡＡＣ－ＯＳを含む酸化物半導体層をチャネル形成層として用いた電界効果トラン
ジスタは、可視光や紫外光の照射による電気特性の変動が低いため、信頼性が高い。
【０１３１】
酸化物半導体層は、例えば微結晶を有してもよい。なお、微結晶を有する酸化物半導体を
、微結晶酸化物半導体と呼ぶ。微結晶酸化物半導体層は、例えば、１ｎｍ以上１０ｎｍ未
満のサイズの微結晶（ナノ結晶ともいう）を膜中に含む。又は、微結晶酸化物半導体層は
、例えば、１ｎｍ以上１０ｎｍ未満の結晶部を有する結晶－非晶質混相構造の酸化物半導
体を有している。
【０１３２】
酸化物半導体層は、例えば非晶質部を有してもよい。なお、非晶質部を有する酸化物半導
体を、非晶質酸化物半導体と呼ぶ。非晶質酸化物半導体層は、例えば、原子配列が無秩序
であり、結晶成分を有していない。又は、非晶質酸化物半導体層は、例えば、完全な非晶
質であり、結晶部を有さない。
【０１３３】
なお、酸化物半導体層が、ＣＡＡＣ－ＯＳ、微結晶酸化物半導体、非晶質酸化物半導体の
混合層であってもよい。混合層は、例えば、非晶質酸化物半導体の領域と、微結晶酸化物
半導体の領域と、ＣＡＡＣ－ＯＳの領域と、を有する。また、混合層は、例えば、非晶質
酸化物半導体の領域と、微結晶酸化物半導体の領域と、ＣＡＡＣ－ＯＳの領域と、の積層
構造を有してもよい。
【０１３４】
なお、ＣＡＡＣ－ＯＳを含む酸化物半導体層において、結晶部の分布が一様でなくてもよ
い。例えば、ＣＡＡＣ－ＯＳの形成過程において、酸化物半導体層の表面側から結晶成長
させる場合、被形成面の近傍に対し表面の近傍では結晶部の占める割合が高くなることが
ある。また、ＣＡＡＣ－ＯＳを含む酸化物半導体層へ不純物を添加することにより、当該
不純物添加領域において結晶部が非晶質化することもある。
【０１３５】
また、半導体層７１１及び７５４として酸化物半導体層を用いる場合、例えば脱水化・脱
水素化を行い、酸化物半導体層中の水素、水、水酸基、又は水素化物（水素化合物ともい
う）などの不純物を排除し、且つ酸化物半導体層に酸素を供給すると、酸化物半導体層を
高純度化させることができる。例えば、酸化物半導体層に接する層として酸素を含む層を
用い、また、加熱処理を行うことにより、酸化物半導体層を高純度化させることができる
。
【０１３６】
また、形成直後の酸化物半導体層は、化学量論的組成より酸素が多い過飽和の状態である
ことが好ましい。例えば、スパッタリング法を用いて酸化物半導体層を形成する場合、成
膜ガスの酸素の占める割合が多い条件で形成することが好ましく、特に酸素雰囲気（例え
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ば酸素ガス１００％）で成膜を行うことが好ましい。
【０１３７】
また、スパッタリング法を用いて酸化物半導体層を成膜する際に、基板温度を１００℃以
上５００℃以下、好ましくは２００℃以上３５０℃以下にして酸化物半導体層を成膜して
もよい。
【０１３８】
また、酸化物半導体層に十分な酸素が供給されて酸素を過飽和の状態とするために、酸化
物半導体層に接する絶縁層（例えば絶縁層７０１、７１４、７５３、７５７など）として
過剰酸素を含む絶縁層を形成してもよい。
【０１３９】
例えば、スパッタリング法を用いて膜中に酸素が多く含まれる成膜条件で絶縁膜を成膜す
ることにより、過剰酸素を含む絶縁層を形成できる。また、より多くの過剰酸素を絶縁層
に含ませたい場合には、イオン注入法やイオンドーピング法やプラズマ処理によって酸素
を添加すればよい。また、酸化物半導体層に酸素を添加してもよい。
【０１４０】
また、スパッタリング装置において、成膜室内の残留水分は、少ないことが好ましい。こ
のため、スパッタリング装置に吸着型の真空ポンプを用いることが好ましい。また、コー
ルドトラップを用いてもよい。
【０１４１】
また、トランジスタの作製において、加熱処理を行うことが好ましい。このときの加熱処
理の温度は、３５０℃以上基板の歪み点未満の温度、さらには、３５０℃以上４５０℃以
下であることが好ましい。なお、加熱処理を複数回行ってもよい。
【０１４２】
上記加熱処理に用いられる加熱処理装置としては、ＧＲＴＡ（Ｇａｓ　Ｒａｐｉｄ　Ｔｈ
ｅｒｍａｌ　Ａｎｎｅａｌｉｎｇ）装置又はＬＲＴＡ（Ｌａｍｐ　Ｒａｐｉｄ　Ｔｈｅｒ
ｍａｌ　Ａｎｎｅａｌｉｎｇ）装置などのＲＴＡ（Ｒａｐｉｄ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ａｎｎ
ｅａｌｉｎｇ）装置を用いてもよい。なお、これに限定されず、電気炉など、別の加熱処
理装置を用いてもよい。
【０１４３】
また、上記加熱処理を行った後、その加熱温度を維持しつつ、又はその加熱温度から降温
する過程で該加熱処理を行った炉と同じ炉に高純度の酸素ガス、高純度のＮ２Ｏガス、又
は超乾燥エア（露点が－４０℃以下、好ましくは－６０℃以下の雰囲気）を導入するとよ
い。このとき、酸素ガス又はＮ２Ｏガスは、水及び水素などを含まないことが好ましい。
また、加熱処理装置に導入する酸素ガス又はＮ２Ｏガスの純度は、６Ｎ以上、好ましくは
７Ｎ以上であると良い。すなわち、酸素ガス又はＮ２Ｏガス中の不純物濃度は、１ｐｐｍ
以下、好ましくは０．１ｐｐｍ以下であることが好ましい。この工程により、酸化物半導
体層に酸素が供給され、酸化物半導体層中の酸素欠乏に起因する欠陥を低減できる。なお
、上記高純度の酸素ガス、高純度のＮ２Ｏガス、又は超乾燥エアの導入は、上記加熱処理
時に行ってもよい。
【０１４４】
高純度化させた酸化物半導体層の水素濃度は、二次イオン質量分析法（ＳＩＭＳともいう
）の測定値において、５×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、さらには５×１０１８ａｔ
ｏｍｓ／ｃｍ３以下、さらには５×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下であることが好まし
い。
【０１４５】
高純度化させた酸化物半導体層を電界効果トランジスタに用いることにより、酸化物半導
体層のキャリア密度を１×１０１４／ｃｍ３未満、好ましくは１×１０１２／ｃｍ３未満
、さらに好ましくは１×１０１１／ｃｍ３未満にすることができる。このように、キャリ
ア密度を少なくすることにより、チャネル幅１μｍあたりの電界効果トランジスタのオフ
電流を１×１０－１９Ａ（１００ｚＡ）以下、より好ましくは１×１０－２２Ａ（１００
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ｙＡ）以下にまで抑制できる。電界効果トランジスタのオフ電流は、低ければ低いほどよ
いが、電界効果トランジスタのオフ電流の下限値は、約１×１０－３０Ａ／μｍであると
見積もられる。
【０１４６】
領域７１２ａ及び７１２ｂに含まれるドーパントとしては、例えば元素周期表における１
３族の元素（例えば硼素など）、１５族の元素（例えば窒素、リン、及び砒素の一つ又は
複数）、及び希ガス元素（例えばヘリウム、アルゴン、及びキセノンの一つ又は複数）を
挙げることができ、これらのいずれか一つ又は複数を適用できる。
【０１４７】
絶縁層７１４及び７５３は、トランジスタのゲート絶縁層としての機能を有する。絶縁層
７１４及び７５３としては、例えば酸化シリコン、窒化シリコン、酸化窒化シリコン、窒
化酸化シリコン、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、酸化窒化アルミニウム、窒化酸
化アルミニウム、又は酸化ハフニウムなどの材料を含む層を適用できる。
【０１４８】
導電層７１５及び７５１は、トランジスタのゲートとしての機能を有する。導電層７１５
及び７５１としては、例えばモリブデン、チタン、クロム、タンタル、マグネシウム、銀
、タングステン、アルミニウム、銅、ネオジム、又はスカンジウムなどの金属材料を含む
層を適用できる。
【０１４９】
絶縁層７１６ａ、７１６ｂ、７１７としては、例えば酸化シリコン、窒化シリコン、酸化
窒化シリコン、窒化酸化シリコン、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、酸化窒化アル
ミニウム、窒化酸化アルミニウム、又は酸化ハフニウムなどの材料を含む層を適用できる
。
【０１５０】
導電層７１８ａ及び７１８ｂ、導電層７５５ａ及び７５５ｂ、並びに導電層７５６ａ及び
７５６ｂは、トランジスタのソース又はドレインとしての機能を有する。導電層７１８ａ
及び７１８ｂ、導電層７５５ａ及び７５５ｂ、並びに導電層７５６ａ及び７５６ｂとして
は、例えばモリブデン、チタン、クロム、タンタル、マグネシウム、銀、タングステン、
アルミニウム、銅、ネオジム、スカンジウム、又はルテニウムなどの金属材料を含む層を
適用できる。
【０１５１】
絶縁層７１９及び７５７は、保護層としての機能を有する。絶縁層７１９及び７５７とし
ては、例えば酸化シリコン、窒化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン、酸化
アルミニウム、窒化アルミニウム、酸化窒化アルミニウム、窒化酸化アルミニウム、又は
酸化ハフニウムなどの材料を含む層を適用できる。
【０１５２】
さらに、上記トランジスタの電気特性の一例として、図４（Ｂ）に示すトランジスタの一
例のＩｄ－Ｖｇ特性について、図５を参照して説明する。なお、図５に示すＩｄ－Ｖｇ特
性を示すトランジスタは、半導体層７１１が厚さ２０ｎｍのＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物半
導体層であり、絶縁層７１４が厚さ２０ｎｍの酸化窒化シリコン層であり、導電層７１５
が厚さ３０ｎｍの窒化タンタル層と厚さ２００ｎｍのタングステン層の積層であり、導電
層７１８ａ及び７１８ｂが厚さ３０ｎｍのタングステン層であるとする。また、領域７１
２ａ及び７１２ｂを形成するためにリンを添加し、該リンの添加量が１×１０１５ｃｍ－

２であり、加速電圧は３０ｋＶであるとする。また、チャネル長が５μｍであり、チャネ
ル幅が１０μｍであるとする。また、横軸がゲート電圧Ｖｇであり、縦軸がドレイン電流
Ｉｄ又は移動度μＦＥである。
【０１５３】
図５に示すＩｄ－Ｖｇ特性であるトランジスタの移動度は約２０ｃｍ２／Ｖｓであり、オ
フ電流は検出限界以下であり、閾値電圧が０Ｖ以上である。
【０１５４】
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さらに、実施の形態１に示す式（１）を参照して、図５に示すＩｄ－Ｖｇ特性であるトラ
ンジスタのオン抵抗の値を算出する。
【０１５５】
絶縁層７１４の比誘電率を４．１とするとゲート容量Ｃｏｘは１．８２×１０－３Ｆ／ｍ
２となる。さらに、図５のデータから、トランジスタの移動度μを２０ｃｍ２／Ｖｓとし
、閾値電圧Ｖｔｈを０．６Ｖとし、記憶回路の仕様例としてゲート電圧Ｖｇを３．３Ｖと
し、ドレイン電圧Ｖｄを１．８Ｖとすると、実施の形態１の式（１）からオン抵抗Ｒｄは
７６．３ｋΩとなる。
【０１５６】
以上が図４に示すトランジスタの構造例の説明である。
【０１５７】
さらに、一例として図４（Ａ）に示すトランジスタを用いた場合の記憶回路の構造例につ
いて、図６を参照して説明する。図６は、本実施の形態に係る記憶回路の構造例を説明す
るための断面模式図である。なお、これに限定されず、図４（Ｂ）及び図４（Ｃ）に示す
トランジスタを用いて記憶回路を構成してもよい。
【０１５８】
図６（Ａ）に示す記憶回路は、チャネル形成層である単結晶シリコン層８１３を含むトラ
ンジスタ８０１と、絶縁層８１５乃至８１７を介してトランジスタ８０１の上に積層され
、図４（Ａ）に示すトランジスタと同じ構造であるトランジスタ８０２と、を有する。な
お、トランジスタ８０２の説明としては、図４（Ａ）に示すトランジスタの説明を適宜援
用できる。
【０１５９】
単結晶シリコン層８１３は、絶縁層８１１（ＢＯＸ層ともいう）を介して基板８１０の上
に設けられる。なお、基板８１０、絶縁層８１１、及び単結晶シリコン層８１３の代わり
に、図６（Ｂ）に示すように、単結晶半導体基板８２０の埋め込み絶縁領域８２２に囲ま
れた半導体領域８２３を用いてトランジスタ８０１を構成してもよい。このとき、半導体
領域８２３には、Ｎ型又はＰ型の導電型である不純物領域８２５ａ及び８２５ｂが設けら
れる。
【０１６０】
絶縁層８１５は、保護層としての機能を有する。絶縁層８１６は、保護層のみならず、平
坦化層としての機能を有する。また、絶縁層８１７は、下地層としての機能を有する。絶
縁層８１５乃至８１７としては、図４（Ａ）に示す絶縁層７０１と同様の材料を含む層を
適用できる。
【０１６１】
トランジスタ８０２のソース又はドレインとしての機能を有する導電層８１８は、トラン
ジスタ８０１のゲートとしての機能を有する導電層８１４に接続される。なお、導電層８
１８と導電層８１４は、複数の導電層を介して接続されていてもよい。なお、図６（Ｂ）
に示すように、記憶回路の構造を、トランジスタ８０１のゲートとしての機能を有する導
電層８２４と導電層８１８が直接接する構造にしてもよい。また、導電層８１８と導電層
８１４を直接接続させず、別の導電層を介して導電層８１８と導電層８１４を電気的に接
続させてもよい。
【０１６２】
また、トランジスタ８０２を上記オフ電流の低いトランジスタとして適用できる。
【０１６３】
また、トランジスタ８０１を用いて、インバータなどを構成できる。
【０１６４】
以上が図６に示す記憶回路の構造例の説明である。
【０１６５】
図４乃至図６を参照して説明したように、本実施の形態に係る記憶回路では、データの書
き換え及び読み出しを制御するトランジスタを、酸化物半導体層を含むトランジスタによ
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り構成し、インバータなどの論理回路のトランジスタを、単結晶シリコン層を含むトラン
ジスタにより構成する。上記構成にすることにより、記憶回路の動作を高速化させつつ、
データの保持時間を長くできる。
【０１６６】
さらに、表１はＭＲＡＭに用いられる磁気トンネル接合素子（ＭＴＪ素子）と、本実施の
形態に係る酸化物半導体層とシリコンの積層構造（ＯＳ／Ｓｉともいう）を用いた記憶回
路との対比を示す。
【０１６７】
【表１】

【０１６８】
ＭＴＪ素子としては、磁性材料を使用する。このため、ＭＴＪ素子をキュリー温度以上に
すると磁性が失われてしまうという欠点がある。また、ＭＴＪ素子は電流駆動であるため
、シリコンのバイポーラデバイスと相性が良いが、バイポーラデバイスは集積化に不向き
である。さらに、ＭＴＪ素子は、メモリの大容量化によって書き込み電流の量が増大し、
消費電力が増大してしまうといった問題がある。
【０１６９】
また、ＭＴＪ素子は、磁界耐性に弱く、強磁界にさらされると磁化の向きが狂いやすい。
また、ＭＴＪ素子に用いる磁性体は、ナノスケールにすることにより磁化揺らぎが生じる
。
【０１７０】
また、ＭＴＪ素子はビット当たりの材料コストから見ても高価である。
【０１７１】
一方、本実施の形態で示す酸化物半導体を用いたトランジスタは、チャネルを形成する半
導体材料が金属酸化物であること以外は、素子構造や動作原理がシリコンＭＯＳＦＥＴと
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同様である。また、酸化物半導体を用いたトランジスタは磁界の影響を受けず、ソフトエ
ラーも生じにくい。このことからシリコン集積回路と非常に整合性が良いといえる。
【０１７２】
（実施の形態３）
本実施の形態では、回路毎に電源電圧の供給の制御が可能な半導体装置の例について説明
する。
【０１７３】
まず、半導体装置の構成例について、図７を参照して説明する。
【０１７４】
図７に示す半導体装置は、ＣＰＵ９１１と、キャッシュメモリ９１２と、メインメモリ９
１３と、パワーゲートとなる電源供給制御スイッチ（ＳＷと示す）９２１乃至９２３と、
コントローラ９５０と、を有する。ＣＰＵ９１１、キャッシュメモリ９１２、メインメモ
リ９１３、コントローラ９５０のそれぞれは、バスにより互いに信号の入出力を行うこと
ができる。また、ＣＰＵ９１１、キャッシュメモリ９１２、及びメインメモリ９１３には
、電源供給制御スイッチ９２１乃至９２３のいずれかを介して電源９９０から電源電圧Ｐ
ＷＲが供給される。なお、必ずしも半導体装置内にメインメモリ９１３を設けなくてもよ
い。
【０１７５】
ＣＰＵ９１１は、入力信号に従い演算処理を行う機能を有する。入力信号としては、例え
ばクロック信号、ＣＰＵ９１１、キャッシュメモリ９１２、又はメインメモリ９１３の動
作を制御するための信号、入力装置から入力される信号などが挙げられる。また、ＣＰＵ
９１１は、演算結果に応じた値の信号を出力する。なお、本明細書では、特に指定する場
合を除き、複数種の信号であっても単に信号と表記する場合がある。
【０１７６】
また、ＣＰＵ９１１は、演算処理の際にキャッシュメモリ９１２にアドレス信号を入力し
、キャッシュメモリ９１２に記憶されたデータの読み出しを行う機能を有する。また、Ｃ
ＰＵ９１１は、メインメモリ９１３にアドレス信号を入力し、メインメモリ９１３に記憶
されたデータを読み出し、キャッシュメモリ９１２に書き込む機能を有する。
【０１７７】
ＣＰＵ９１１のレジスタは、例えば揮発性記憶回路と不揮発性記憶回路を有する記憶回路
を用いて構成できる。このとき、ＣＰＵ９１１に対する電源電圧の供給を停止させる直前
に不揮発性記憶回路にデータを退避させる。また、電源電圧の供給を再開させた直後に不
揮発性記憶回路に記憶されたデータを揮発性記憶回路に入力する。これにより、電源電圧
の供給を再開させたときのＣＰＵ９１１の状態復帰を速くできる。ただし、これに限定さ
れず、他の記憶回路を用いてレジスタを構成してもよい。
【０１７８】
上記不揮発性記憶回路は、例えば実施の形態１の記憶回路に適用可能なオフ電流の低いト
ランジスタを用いて構成される。このとき、上記オフ電流の低いトランジスタは、不揮発
性記憶回路のデータの書き込み及び保持を制御する機能を有する。
【０１７９】
キャッシュメモリ９１２は、ＣＰＵ９１１の演算処理の際に、データの読み出しが行われ
る。例えば、ＣＰＵ９１１の命令信号に従って、キャッシュメモリ９１２にメインメモリ
９１３のデータの一部が保持される。
【０１８０】
なお、ＣＰＵ９１１内にキャッシュメモリ９１２を設けてもよい。例えば、図８に示すよ
うに、ＣＰＵ９１１は、演算部９３１と、キャッシュ部９３２と、を含み、キャッシュ部
９３２にキャッシュメモリ９１２が設けられる。このとき、キャッシュメモリ９１２を介
して演算部９３１とメインメモリ９１３がデータ通信を行う。また、キャッシュ部９３２
に複数のキャッシュメモリを設けることにより、データキャッシュ、命令キャッシュなど
を構成してもよい。
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【０１８１】
キャッシュメモリ９１２としては、例えばダイレクトマップ方式、セットアソシアティブ
方式、又はフルアソシアティブ方式などのキャッシュメモリを適用できる。
【０１８２】
キャッシュメモリ９１２は、実施の形態１の記憶回路を用いたメモリセルにより構成され
る。これにより、電源電圧の供給を停止させた場合であっても、書き込まれたデータを長
時間保持できる。これにより、データの書き換え及び読み出しが不要な期間にキャッシュ
メモリ９１２に対する電源電圧の供給を停止でき、消費電力を低減することができる。
【０１８３】
メインメモリ９１３は、例えばＣＰＵ９１１での演算処理に用いられるデータが記憶され
る。メインメモリ９１３は、例えばダイナミックランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭとも
いう）などを用いて構成される。
【０１８４】
電源供給制御スイッチ９２１は、ＣＰＵ９１１に対する電源電圧の供給を制御する機能を
有する。なお、図８に示す半導体装置の場合には、電源供給制御スイッチ９２１は、ＣＰ
Ｕ９１１の演算部９３１に対する電源電圧の供給を制御する機能を有する。
【０１８５】
電源供給制御スイッチ９２２は、キャッシュメモリ９１２に対する電源電圧の供給を制御
する機能を有する。
【０１８６】
電源供給制御スイッチ９２３は、メインメモリ９１３に対する電源電圧の供給を制御する
機能を有する。
【０１８７】
電源供給制御スイッチ９２１乃至９２３は、電界効果トランジスタを用いて構成される。
このとき、上記電界効果トランジスタとしては、上記オフ電流の低いトランジスタを用い
てもよい。
【０１８８】
電源供給制御スイッチ９２１乃至９２３の構成例について、図９を参照して説明する。
【０１８９】
図９に示す電源供給制御スイッチは、トランジスタ２１と、トランジスタ２２と、を有す
る。
【０１９０】
トランジスタ２１は、電源９９０と、ＣＰＵ９１１、キャッシュメモリ９１２、又はメイ
ンメモリ９１３などの各回路と、の間に設けられる。トランジスタ２１のゲートには、コ
ントローラ９５０から制御信号ＳＷ＿ＯＮが入力される。トランジスタ２１がオン状態又
はオフ状態になることにより、ＣＰＵ９１１、キャッシュメモリ９１２、及びメインメモ
リ９１３などの各回路に電源電圧を供給するか否かが制御される。
【０１９１】
トランジスタ２２のゲートには、コントローラ９５０から制御信号ＳＷ＿ＯＦＦが入力さ
れる。トランジスタ２２がオン状態又はオフ状態になることにより、ＣＰＵ９１１、キャ
ッシュメモリ９１２、及びメインメモリ９１３などの各回路に接地電位を供給するか否か
が制御される。
【０１９２】
トランジスタ２１がオン状態であり、トランジスタ２２がオフ状態であるときに、図９に
示す電源供給制御スイッチがオン状態となる。トランジスタ２１がオフ状態であり、トラ
ンジスタ２２がオン状態であるときに、図９に示す電源供給制御スイッチがオフ状態とな
る。
【０１９３】
以上が図９に示す電源供給制御スイッチの構成例の説明である。
【０１９４】



(20) JP 6087652 B2 2017.3.1

10

20

30

40

50

図７及び図８に示すコントローラ９５０は、上記入力信号、ＣＰＵ９１１から入力される
命令信号に従って電源供給制御スイッチ９２１乃至９２３を個別に制御する機能を少なく
とも有する。また、コントローラ９５０には、電源電圧ＰＷＲが供給される。なお、電源
供給制御スイッチ９２１乃至９２３のうちの複数を、別々のコントローラにより制御して
もよい。
【０１９５】
さらに、一例として、コントローラ９５０の構成例について、図１０を参照して説明する
。
【０１９６】
図１０に示すコントローラ９５０は、インターフェース部９５１と、クロック生成部９５
２と、出力信号制御部９５３と、バッファ部９５４と、を含む。
【０１９７】
上記入力信号、ＣＰＵ９１１から入力される命令信号などの信号は、インターフェース部
９５１を介して出力信号制御部９５３に入力される。
【０１９８】
クロック生成部９５２では、入力されたクロック信号を用いてコントローラ９５０で使用
するクロック信号を生成して出力信号制御部９５３を含む各回路に出力する。このとき、
入力されたクロック信号を分周してコントローラ９５０で用いることにより、コントロー
ラ９５０の消費電力を小さくすることができる。
【０１９９】
出力信号制御部９５３は、カウンタ回路９５５を有する。出力信号制御部９５３は、カウ
ンタ回路９５５でクロック信号をカウントし、コントローラ９５０に入力される信号に従
って、出力する複数の信号のハイ状態又はロー状態を設定する機能を有する。上記複数の
信号としては、電源供給制御スイッチ９２１乃至９２３を個別に制御するための制御信号
（例えば複数の制御信号ＳＷ＿ＯＮ、複数の制御信号ＳＷ＿ＯＦＦ）、ＣＰＵ９１１の動
作を制御するための信号などが挙げられる。
【０２００】
出力信号制御部９５３で生成された各信号は、バッファ部９５４を介して各回路に出力さ
れる。
【０２０１】
以上が図１０に示すコントローラの構成例の説明である。
【０２０２】
図７に示す半導体装置では、電源供給制御スイッチ９２１乃至９２３を設け、入力信号、
ＣＰＵ９１１から入力される命令信号に従ってコントローラ９５０により、電源供給制御
スイッチ９２１乃至９２３が個別に制御される。
【０２０３】
ＣＰＵ９１１、キャッシュメモリ９１２、及びメインメモリ９１３のそれぞれにおいて、
電源電圧の供給の最適なタイミングは互いに異なる。そのため、ＣＰＵ９１１、キャッシ
ュメモリ９１２、及びメインメモリ９１３のそれぞれに対する電源電圧の供給を個別に最
適化することにより、不要な電力の消費を抑制することができる。
【０２０４】
図７乃至図１０を参照して説明したように、本実施の形態に係る半導体装置の一例では、
キャッシュメモリ及びＣＰＵを有し、キャッシュメモリ及びＣＰＵのそれぞれに対して電
源供給制御スイッチを設け、入力信号、ＣＰＵから入力される命令信号に従ってコントロ
ーラにより、複数の電源供給制御スイッチを個別に制御する。これにより、各回路に対す
る電源電圧の供給のタイミングを個別に最適化して、不要な電力の消費を抑制できる。
【０２０５】
また、キャッシュメモリを実施の形態１の記憶回路を用いて構成することにより、電源電
圧の供給を停止した場合であっても、データを保持できる。このため、データの再書き込
み動作が不要になり、消費電力を低減できる。
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【０２０６】
（実施の形態４）
本実施の形態では、本発明の一態様である半導体装置を用いた電子機器の例について、図
１１を参照して説明する。
【０２０７】
図１１（Ａ）に示す電子機器は、携帯型情報端末の一例である。
【０２０８】
図１１（Ａ）に示す電子機器は、筐体１０１１と、筐体１０１１に設けられたパネル１０
１２と、ボタン１０１３と、スピーカー１０１４と、を具備する。
【０２０９】
なお、筐体１０１１に、外部機器に接続するための接続端子及び操作ボタンが設けられて
いてもよい。
【０２１０】
パネル１０１２は、表示パネル（ディスプレイ）である。パネル１０１２は、タッチパネ
ルの機能を有することが好ましい。
【０２１１】
ボタン１０１３は、筐体１０１１に設けられる。例えば、ボタン１０１３が電源ボタンで
あれば、ボタン１０１３を押すことにより、電子機器をオン状態にするか否かを制御する
ことができる。
【０２１２】
スピーカー１０１４は、筐体１０１１に設けられる。スピーカー１０１４は音声を出力す
る。
【０２１３】
なお、筐体１０１１にマイクが設けられていてもよい。筐体１０１１にマイクを設けられ
ることにより、例えば図１１（Ａ）に示す電子機器を電話機として機能させることができ
る。
【０２１４】
図１１（Ａ）に示す電子機器は、筐体１０１１の内部に実施の形態３に示す半導体装置な
どを有する。
【０２１５】
図１１（Ａ）に示す電子機器は、例えば電話機、電子書籍、パーソナルコンピュータ、及
び遊技機の一つ又は複数としての機能を有する。
【０２１６】
図１１（Ｂ）に示す電子機器は、折り畳み式の情報端末の一例である。
【０２１７】
図１１（Ｂ）に示す電子機器は、筐体１０２１ａと、筐体１０２１ｂと、筐体１０２１ａ
に設けられたパネル１０２２ａと、筐体１０２１ｂに設けられたパネル１０２２ｂと、軸
部１０２３と、ボタン１０２４と、接続端子１０２５と、記録媒体挿入部１０２６と、ス
ピーカー１０２７と、を備える。
【０２１８】
筐体１０２１ａと筐体１０２１ｂは、軸部１０２３により接続される。
【０２１９】
パネル１０２２ａ及びパネル１０２２ｂは、表示パネル（ディスプレイ）である。パネル
１０２２ａ及びパネル１０２２ｂは、タッチパネルとしての機能を有することが好ましい
。
【０２２０】
図１１（Ｂ）に示す電子機器は、軸部１０２３を有するため、パネル１０２２ａとパネル
１０２２ｂを対向させて折り畳むことができる。
【０２２１】
ボタン１０２４は、筐体１０２１ｂに設けられる。なお、筐体１０２１ａにボタン１０２
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４を設けてもよい。例えば、電源ボタンとしての機能を有するボタン１０２４を設けるこ
とより、ボタン１０２４を押すことで電子機器に対する電源電圧の供給を制御できる。
【０２２２】
接続端子１０２５は、筐体１０２１ａに設けられる。なお、筐体１０２１ｂに接続端子１
０２５が設けられていてもよい。また、接続端子１０２５が筐体１０２１ａ及び筐体１０
２１ｂの一方又は両方に複数設けられていてもよい。接続端子１０２５は、図１１（Ｂ）
に示す電子機器と他の機器を接続するための端子である。
【０２２３】
記録媒体挿入部１０２６は、筐体１０２１ａに設けられる。筐体１０２１ｂに記録媒体挿
入部１０２６が設けられていてもよい。また、記録媒体挿入部１０２６が筐体１０２１ａ
及び筐体１０２１ｂの一方又は両方に複数設けられていてもよい。例えば、記録媒体挿入
部にカード型記録媒体を挿入することにより、カード型記録媒体のデータを電子機器に読
み出し、又は電子機器内のデータをカード型記録媒体に書き込むことができる。
【０２２４】
スピーカー１０２７は、筐体１０２１ｂに設けられる。スピーカー１０２７は、音声を出
力する。なお、筐体１０２１ａにスピーカー１０２７を設けてもよい。
【０２２５】
なお、筐体１０２１ａ又は筐体１０２１ｂにマイクを設けてもよい。筐体１０２１ａ又は
筐体１０２１ｂにマイクが設けられることにより、例えば図１１（Ｂ）に示す電子機器を
電話機として機能させることができる。
【０２２６】
図１１（Ｂ）に示す電子機器は、筐体１０２１ａ又は筐体１０２１ｂの内部に実施の形態
３に示す半導体装置などを有する。
【０２２７】
図１１（Ｂ）に示す電子機器は、例えば電話機、電子書籍、パーソナルコンピュータ、及
び遊技機の一つ又は複数としての機能を有する。
【０２２８】
図１１（Ｃ）に示す電子機器は、据え置き型情報端末の一例である。図１１（Ｃ）に示す
据え置き型情報端末は、筐体１０３１と、筐体１０３１に設けられたパネル１０３２と、
ボタン１０３３と、スピーカー１０３４と、を具備する。
【０２２９】
　パネル１０３２は、表示パネル（ディスプレイ）である。パネル１０３２は、タッチパ
ネルとしての機能を有することが好ましい。
【０２３０】
なお、筐体１０３１の甲板部１０３５にパネル１０３２と同様のパネルを設けてもよい。
上記パネルは、タッチパネルとしての機能を有することが好ましい。
【０２３１】
さらに、筐体１０３１に券などを出力する券出力部、硬貨投入部、及び紙幣挿入部などを
設けてもよい。
【０２３２】
ボタン１０３３は、筐体１０３１に設けられる。例えば、ボタン１０３３が電源ボタンで
あれば、ボタン１０３３を押すことで電子機器に対する電源電圧の供給を制御できる。
【０２３３】
スピーカー１０３４は、筐体１０３１に設けられる。スピーカー１０３４は、音声を出力
する。
【０２３４】
図１１（Ｃ）に示す電子機器は、筐体１０３１の内部に実施の形態３に示す半導体装置な
どを有する。
【０２３５】
図１１（Ｃ）に示す電子機器は、例えば現金自動預け払い機、チケットなどの注文をする
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ための情報通信端末（マルチメディアステーションともいう）、又は遊技機としての機能
を有する。
【０２３６】
図１１（Ｄ）は、据え置き型情報端末の一例である。図１１（Ｄ）に示す電子機器は、筐
体１０４１と、筐体１０４１に設けられたパネル１０４２と、筐体１０４１を支持する支
持台１０４３と、ボタン１０４４と、接続端子１０４５と、スピーカー１０４６と、を備
える。
【０２３７】
なお、筐体１０４１に外部機器に接続させるための接続端子を設けてもよい。
【０２３８】
パネル１０４２は、表示パネル（ディスプレイ）としての機能を有する。
【０２３９】
ボタン１０４４は、筐体１０４１に設けられる。例えば、ボタン１０４４が電源ボタンで
あれば、ボタン１０４４を押すことで電子機器に対する電源電圧の供給を制御できる。
【０２４０】
接続端子１０４５は、筐体１０４１に設けられる。接続端子１０４５は、図１１（Ｄ）に
示す電子機器と他の機器を接続するための端子である。例えば、接続端子１０４５により
図１１（Ｄ）に示す電子機器とパーソナルコンピュータを接続すると、パーソナルコンピ
ュータから入力されるデータ信号に応じた画像をパネル１０４２に表示させることができ
る。例えば、図１１（Ｄ）に示す電子機器のパネル１０４２が接続する他の電子機器のパ
ネルより大きければ、当該他の電子機器の表示画像を拡大することができ、複数の人が同
時に視認しやすくなる。
【０２４１】
スピーカー１０４６は、筐体１０４１に設けられる。スピーカー１０４６は、音声を出力
する。
【０２４２】
図１１（Ｄ）に示す電子機器は、筐体１０４１の内部に実施の形態３に示す半導体装置な
どを有する。
【０２４３】
図１１（Ｄ）に示す電子機器は、例えば出力モニタ、パーソナルコンピュータ、及びテレ
ビジョン装置の一つ又は複数としての機能を有する。
【０２４４】
図１１（Ｅ）は、電気冷凍冷蔵庫の一例である。図１１（Ｅ）に示す電子機器は、筐体１
０５１と、冷蔵室用扉１０５２と、冷凍室用扉１０５３と、を備える。
【０２４５】
図１１（Ｅ）に示す電子機器は、筐体１０５１の内部に実施の形態３に示す半導体装置な
どを有する。上記構成にすることにより、例えば、冷蔵室用扉１０５２及び冷凍室用扉１
０５３の開閉に従って、筐体１０５１内の半導体装置に対する電源電圧の供給を制御でき
る。
【０２４６】
図１１（Ｆ）は、エアコンディショナーの一例である。図１１（Ｆ）に示す電子機器は、
室内機１０６０及び室外機１０６４により構成される。
【０２４７】
室内機１０６０は、筐体１０６１と、送風口１０６２と、を備える。
【０２４８】
図１１（Ｆ）に示す電子機器は、筐体１０６１の内部に実施の形態３に示す半導体装置な
どを有する。上記構成にすることにより、例えば、リモートコントローラからの信号に従
って、筐体１０６１内の半導体装置に対する電源電圧の供給を制御できる。
【０２４９】
なお、図１１（Ｆ）では、室内機と室外機で構成されるセパレート型のエアコンディショ
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ナーを例示しているが、室内機の機能と室外機の機能とを１つの筐体に有するエアコンデ
ィショナーであってもよい。
【０２５０】
なお、これに限定されず、電子レンジなどの高周波加熱装置、又は電気炊飯器などにも実
施の形態３の半導体装置を適用できる。
【０２５１】
以上が図１１に示す電子機器の例の説明である。
【０２５２】
図１１を参照して説明したように、本実施の形態に係る電子機器では、実施の形態３の半
導体装置を用いることにより、消費電力を低くできる。
【符号の説明】
【０２５３】
２１　　トランジスタ
２２　　トランジスタ
１１１　　トランジスタ
１１２　　トランジスタ
１１３　　トランジスタ
１１４　　トランジスタ
１１５　　トランジスタ
１１６　　トランジスタ
１１７　　トランジスタ
１１８　　トランジスタ
１１９　　トランジスタ
１２０　　トランジスタ
１３１　　インバータ
１３２　　インバータ
１５１　　容量素子
１５２　　容量素子
７００　　被素子形成層
７０１　　絶縁層
７１１　　半導体層
７１２ａ　　領域
７１２ｂ　　領域
７１３　　チャネル形成領域
７１４　　絶縁層
７１５　　導電層
７１６ａ　　絶縁層
７１６ｂ　　絶縁層
７１７　　絶縁層
７１８ａ　　導電層
７１８ｂ　　導電層
７１９　　絶縁層
７５０　　被素子形成層
７５１　　導電層
７５２　　絶縁層
７５３　　絶縁層
７５４　　半導体層
７５５ａ　　導電層
７５５ｂ　　導電層
７５６ａ　　導電層
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７５６ｂ　　導電層
７５７　　絶縁層
８０１　　トランジスタ
８０２　　トランジスタ
８１０　　基板
８１１　　絶縁層
８１３　　単結晶シリコン層
８１４　　導電層
８１５　　絶縁層
８１６　　絶縁層
８１７　　絶縁層
８１８　　導電層
８２０　　単結晶半導体基板
８２２　　絶縁領域
８２３　　半導体領域
８２４　　導電層
８２５ａ　　不純物領域
８２５ｂ　　不純物領域
９１１　　ＣＰＵ
９１２　　キャッシュメモリ
９１３　　メインメモリ
９２１　　電源供給制御スイッチ
９２２　　電源供給制御スイッチ
９２３　　電源供給制御スイッチ
９３１　　演算部
９３２　　キャッシュ部
９５０　　コントローラ
９５１　　インターフェース部
９５２　　クロック生成部
９５３　　出力信号制御部
９５４　　バッファ部
９５５　　カウンタ回路
９９０　　電源
１０１１　　筐体
１０１２　　パネル
１０１３　　ボタン
１０１４　　スピーカー
１０２１ａ　　筐体
１０２１ｂ　　筐体
１０２２ａ　　パネル
１０２２ｂ　　パネル
１０２３　　軸部
１０２４　　ボタン
１０２５　　接続端子
１０２６　　記録媒体挿入部
１０２７　　スピーカー
１０３１　　筐体
１０３２　　パネル
１０３３　　ボタン
１０３４　　スピーカー
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１０３５　　甲板部
１０４１　　筐体
１０４２　　パネル
１０４３　　支持台
１０４４　　ボタン
１０４５　　接続端子
１０４６　　スピーカー
１０５１　　筐体
１０５２　　冷蔵室用扉
１０５３　　冷凍室用扉
１０６０　　室内機
１０６１　　筐体
１０６２　　送風口
１０６４　　室外機

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】

【図１０】 【図１１】



(29) JP 6087652 B2 2017.3.1

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)           Ｈ０１Ｌ   29/78     ６１８Ｂ        　　　　　

(56)参考文献  特開２０１１－１５１７９６（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２０１１／０１５６０２４（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開２０１１－１７１７２３（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２０１１／０１７６３５７（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開２０１１－１４２６２１（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２０１１／０１８７４１０（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開平１０－９３４２３（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許第５９３６８７９（ＵＳ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ１１Ｃ　　１１／４１２　　　
              Ｇ１１Ｃ　　１１／４１　　　　
              Ｇ０６Ｆ　　１２／０８　　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２１／８２４４　　
              Ｈ０１Ｌ　　２７／１１　　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２９／７８６　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

